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申
問

お
知
ら
せ

問

『
ほ
ー
っ
と
サ
ロ
ン
』

　
子
育
て
仲
間
の
し
ゃ
べ
り
場

ノ
ー
バ
デ
ィ
ズ・パ
ー
フ
ェ
ク
ト・

プ
ロ
グ
ラ
ム

　
子
育
て
す
る
中
で
、不
安
・悩
み
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。完
璧
な
親
な
ん
か
い
な
い
と

い
う
考
え
の
も
と
、参
加
者
同
士
で
育
児

の
様
々
な
悩
み
を
語
り
合
い
、自
分
な
り

の
子
育
て
を
発
見
し
て
い
く
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
開
催
し
ま
す
。

日
程　
６
月
13
日（
木
）、19
日（
水
）、27
日（
木
）

　
　
　
７
月
４
日（
木
）、11
日（
木
）、17
日（
水
）

対
象　
就
学
前
の
乳
幼
児
を
養
育
し
て
い

　
　
　
る
保
護
者

定
員　
10
人

参
加
費　
無
料

時
間　
10
時
〜
12
時

会
場　
市
民
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

　
　
　
『
コ
ム
コ
ム
』研
修
室

託
児
場
所　
和
室
、ね
ま
ー
る
広
場

申
込
締
切　
６
月
７
日（
金
）

　
　

 

福
祉
課
こ
ど
も
福
祉
係

☎
62‐
６
６
３
８

令
和
元
年
度 

教
科
書
展
示
会

　
教
科
書
や
教
科
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

　
小・
中・
高
等
学
校
の
教
科
書
を
実
際
に

手
に
取
っ
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、

是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

期
間　
６
月
12
日（
水
）〜
６
月
25
日（
火
）

時
間　
10
時
〜
18
時（
25
日
は
16
時
ま
で
）

場
所　
交
流
セ
ン
タ
ー

　

 

秋
田
県
教
育
庁
北
教
育
事
務
所

☎
62‐
１
２
１
７

就
学
や
教
育
に
関
す
る
相
談
会

　
子
ど
も
の
発
達
や
気
に
な
る
行
動
へ
の

対
応
、就
学
に
関
す
る
相
談
等
に
つ
い
て

主
に
保
護
者
を
対
象
に
教
育
相
談
を
行
い

ま
す
。

期
日　
前
期　
７
月
26
日（
金
）

　
　
　
後
期　
９
月
27
日（
金
）

会
場　
市
民
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

締
切　
前
期　
７
月
11
日（
木
）

　
　
　
後
期　
９
月
12
日（
木
）

※
相
談
希
望
の
方
は
、市
教
育
委
員
会
又

は
、お
子
さ
ん
の
在
籍
校
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
時
に
配
布
す
る「
教
育
相
談

票
」に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、当
日
相
談

会
場
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
相
談
当
日
は
で
き
る
だ
け
お
子
さ
ん
と

一
緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

 

北
秋
田
市
教
育
委
員
会☎

62‐
６
６
１
７

令
和
元
年
度
　
調
理
師
試
験

試
験
日　
　
10
月
12
日（
土
）

試
験
会
場　
秋
田
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル

　
　
　
　
　
（
秋
田
市
八
橋
南
２‐10‐16
）

願
書
配
布　
６
月
17
日（
月
）

　
　
　
　
〜
７
月
12
日（
金
）

　
　
　
　
　
９
時
〜
17
時（
土
日
除
く
）

願
書
受
付　
７
月
１
日（
月
）〜
12
日（
金
）

　
　
　
　
　
９
時
〜
17
時（
土
日
除
く
）

願
書
配
布
・受
付
場
所

　
鷹
巣
阿
仁
福
祉
環
境
部（
北
秋
田
保
健
所
）

　

 

鷹
巣
阿
仁
福
祉
環
境
部☎

62‐
１
１
６
６

問

問

　地域の皆さんが男女共同参画について関心と理解
を深めるとともに、男女共同参画の推進に関する活
動を促進するため、秋田県では６月を推進月間と定
めています。
○男女共同参画社会とは
　性別に関わりなく、個人として尊重され責任を分
かち合い、個性と能力を発揮できる社会。男女がと
もに協力し合う男女共同参画の実現を推進します。

問

６月は秋田県男女共同参画推進月間！

　 生活課地域推進係 ☎62‐6628

　現在受給している児童手当について、令和元
年６月以降も引き続き児童手当を受給するため
の関係書類を６月上旬に送付いたしますので、
内容をご確認いただき、期限までに必ずご提出
ください。

【提出期限】　令和元年６月28日（金）必着
　　　　　　※郵送による提出可
【提出場所】　北秋田市役所福祉課こども福祉係
　　　　　　各窓口センター・出張所
(返信用封筒で郵送される場合は、必ず切手を
貼って投函してください）

※期日までに提出が無い場合は、
児童手当の支給が停止となりま
すのでご注意ください。

児童手当現況届児童手当現況届

提出は忘れずに !提出は忘れずに !

　 福祉課こども福祉係 ☎62‐6638問

高校生限定！高校生限定！

６月１4日（金）必着６月１4日（金）必着

介護職員初任者研修を修了した場合の利点

　　　介護職員としての就職が可能となり、
地元を含め就職先の選択肢が増えます。
　　　研修を修了後、介護関係に就職して３
年間の勤務で「介護福祉士」、５年間の勤務で
「介護支援専門員（ケアマネ）」等の資格取得
が可能です。

受講者募集！受講者募集！

介護職員初任者研修事業介護職員初任者研修事業

　　　　　次の要件をどちらも満たす高校生
１）本人又は保護者が、北秋田市又は上小阿仁村に
居住する高校生

２）地元介護事業所に就職を希望する高校生
　　　　　130時間（夏休み期間中に実施します）
　　　※不足の場合は、夏休み以外の土・日も実施
　　　　　無料（テキスト代等も無料です）
　　　　　北秋田市地域福祉センター　ほか
　　　　　申込書に必要事項を記入し提出ください
　　　　　高齢福祉課介護保険係又は各総合窓口セ
　　　　　ンター

対 象 者対 象 者

研修時間研修時間

研修費用研修費用
研修場所研修場所

※申込書及び研修日程などの詳細については、市のホームページをご覧ください。

申込方法申込方法

申込期限申込期限

　「高校生の地元就職支援」を目的として「介護
職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）」を夏
休み期間を利用して実施します。

その１その１

その２その２

　介護・福祉に興味がある方や、地元就職を考
えている方には、たいへん有効な資格取得事業
です。この機会にぜひ受講ください。

定員  ２０ 人定員  ２０ 人

　※申し込み多数の場合は書類審査により決定します。

提 出 先提 出 先

取扱加盟店
　大募集！
取扱加盟店
　大募集！

問

北秋田市子育てクーポン券
きたあきた子育てにこにこクーポン券

＆

募集期間　令和元年7月31日（水）まで

「北秋田市子育てクーポン券」とは？
　第３子以降のお子様が生まれた世帯を対象に、一時預かり事業の利用代金や紙おむつ、乳児用ミルクの
購入に使用できる子育てクーポン（15,000円分）を年１回交付します。

「きたあきた子育てにこにこクーポン券」とは？
　今年度から、新たに第２子のお子様が生まれた世帯にも北秋田市子育てクーポン券と同様のクーポン券
を年１回交付します。
※対象者へのクーポン配布は７月頃を予定しています。また、２種類のクーポン券を重複して交付するこ
とはありません。

▽加盟店資格要件
　北秋田市内で事業を営む方で、子ども用おむつな
どの用品を取り扱う事業所。事業実施仕様書を遵守
すること。
▽加盟店登録料　無料
▽クーポン券　　無料

▽申込方法
　北秋田市役所本庁舎福祉課で配布する「クーポン
券取扱加盟施設（店）申込書兼契約書」に必要事項
を記入のうえ、お申し込みください。

詳細については、お問い合わせください 　 福祉課こども福祉係 ☎62‐6638 申問　 高齢福祉課介護保険係 ☎62‐1112　　【委託先：社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会】


